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船舶事故調査報告書 

 

 

   船 種 船 名 漁船 厚恵丸 

   漁船登録番号 ＨＫ３－１２０９５０ 

   総 ト ン 数 ４.９トン 

 

   船 種 船 名 漁船 弘見丸 

   漁船登録番号 ＨＫ３－１０８５００ 

   総 ト ン 数 １.９トン 

 

   事 故 種 類 衝突 

   発 生 日 時 平成２０年５月１３日 ０５時５０分ごろ 

   発 生 場 所 北海道厚岸町床潭漁港南方沖 

           床潭港西防波堤灯台から真方位１９３°５００ｍ付近 

           （概位 北緯４２°５９.４′ 東経１４４°５２.０′） 

 

 

                        平成２１年４月２日 
                運輸安全委員会（海事専門部会）議決 
                   委 員 長  後 藤 昇 弘 
                   委   員  楠 木 行 雄 
                   委   員  横 山 鐵 男（部会長） 
                   委   員  山 本 哲 也 
                   委   員  根 本 美 奈 
 
 

１ 船舶事故調査の経過 

 

１.１ 船舶事故の概要 

 漁船厚
こう

恵
えい

丸は、船長及び甲板員１人が乗り組み、北海道厚岸
あっけし

町床潭
とこたん

漁港を発し、同

町尻羽
し り は

岬東方沖合の漁場で刺網漁を終えて帰航中、漁船弘
ひろ

見
み

丸は、船長及び甲板員１

人が乗り組み、床潭漁港を発し、同港沖合の漁場で漂泊して刺網を揚網
ようもう

作業中、平成

２０年５月１３日０５時５０分ごろ、厚恵丸の船首部と、弘見丸の左舷船側中央部と

が衝突した。 
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 厚恵丸には、船首部及び船底に擦過傷が生じ、弘見丸には、左舷船側中央部に破口

が生じて沈没したが、いずれも死傷者はなかった。 

 

１.２ 船舶事故調査の概要 

1.2.1 調査組織 

  運輸安全委員会は、平成２０年１０月１日、本事故の調査を函館地方海難審判理

事所から引き継ぎ、調査を担当する主管調査官（函館事務所）ほか１人の地方事故

調査官を指名した。 

 

1.2.2 調査の実施時期 

  平成２０年８月１３日、１４日、平成２１年１月９日及び２月５日 口述聴取 

 

1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

  原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 

 

２.１ 事故の経過 

 本事故が発生するまでの経過は、厚恵丸（以下「Ａ船」という。）の船長（以下「船

長Ａ」という。）及び弘見丸（以下「Ｂ船」という。）の船長（以下「船長Ｂ」という。）

の口述によれば、次のとおりであった。 

  (1) Ａ船 

    Ａ船は、船長Ａほか甲板員１人が乗り組み、かれい刺網漁の目的で、平成 

２０年５月１３日０３時００分ごろ床潭漁港を出港し、床潭港西防波堤灯台

（以下「西防波堤灯台」という。）から２２７°（真方位、以下同じ。） 

４.６海里（Ｍ）付近の漁場に向かい、０３時３０分ごろ同漁場に至って操業

を始め、日出（０３時５６分∗1）後、０５時３０分ごろ操業を終え、帰航する

ことにして同漁場を出発した。 

船長Ａは、甲板員を船首甲板で網から魚を外す作業に当たらせ、自らは単独

で当直に就き、西防波堤灯台から２２７°３.９Ｍ付近で、針路を約０４９°に

定め、機関を回転数毎分（rpm）約１,９５０として約１８ノット（kn）（対地速

力、以下同じ。）の速力で、レーダーを０.７５Ｍレンジとして作動させ、操舵

                                            
∗1 後述 2.6.3 による。 
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室左舷前部に立ち、遠隔操縦装置による手動操舵で航行した。 

    船長Ａは、西防波堤灯台から２１９°１,６００ｍ付近に達し、床潭漁港に近

づいたので、速力を約１４knに減じ、レーダーを見たとき、船首方に多数の映

像を認めたことから、前方至近の海面に浮子
う き

がないかどうか確かめようと思い、

いつものように操舵室左舷側の窓から顔を出し、右舵をとり針路を１０～ 

１５°変更した。このとき船長Ａは、刺網を示す浮子を視認したものの、前方

至近の海面を一瞥
いちべつ

しただけで前方に他船はいないものと思い込み、浮子の上を

航行して刺網がプロペラに絡まないように、針路を浮子の数が少ない約 

０４９°に戻し、その後は、港内から他船が出てこないか気になり、レーダー

で港内の状況を確認することに注意を集中しながら航行した。 

    船長Ａは、その後、約１０knの速力に減じて進行中、Ａ船の船首部が、Ｂ船

の左舷船側中央部にほぼ直角に衝突し、「バリバリ」という衝突の衝撃で初め

てＢ船の存在に気付いた。 

    衝突後、Ａ船は、Ｂ船甲板中央部に乗り揚げた状態で止まり、船長Ａは、直

ちに機関を停止し、船長Ｂ及びＢ船の甲板員を救助したのち自力で床潭漁港に

帰航した。 

  (2) Ｂ船 

    Ｂ船は、船長Ｂほか甲板員１人が乗り組み、かれい刺網漁の目的で、平成 

   ２０年５月１３日０４時００分ごろ床潭漁港を出港し、同港西方１,２００ｍ付

   近の漁場で前日投入した刺網の揚網を終えたのち、床潭漁港の南方沖合に投入

   していた長さが約１５０ｍ、幅約３.５ｍの刺網２枚を揚網するため出発した。 

    ０５時４０分ごろ、船長Ｂは、西防波堤灯台から１９３°５００ｍ付近の海

域に至り、船首を北西に向け、機関を中立運転とし、漂泊状態で、自身が前部

甲板左舷側で立って揚網機を操作し、甲板員が船長Ｂの後方で網にかかった魚

を外す作業配置で揚網作業を開始した。 

    ０５時４５分ごろ、船長Ｂは、左舷方０.５～０.７Ｍのところに自船に向 

かってくる漁船を初認し、いつも見かけているＡ船であることを確認し、同船

が針路を右に変更したことから、自船の船尾を無難に航過するものと思い、そ

の後は、ふだんよりも豊漁だったので、手元ばかりを見て揚網作業に集中した。 

    船長Ｂは、その後、Ａ船の機関音が大きくなったので、顔を上げて左舷方を

見たところ、目前に迫ったＡ船を認めたが、直後に同船の船首部がＢ船の左舷

船側中央部に衝突した。 

    船長Ｂは、Ｂ船が破口を生じて浸水し、すぐに沈没しそうな状態であったこ

とから、甲板員とともにＡ船に乗り移って救助された。Ｂ船は、船長ＡがＡ船

のロープで固縛したものの、しばらくしてロープが外れて沈没したが、のち引
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き揚げられて床潭漁港に曳航された。 

 

 本事故の発生日時は、平成２０年５月１３日０５時５０分ごろ、発生場所は、西防

波堤灯台から１９３°５００ｍ付近であった。 

（付図１ 推定航行経路図 参照） 

 

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報 

 死傷者はなかった。 

 

２.３ 船舶の損傷に関する情報 

 船長Ａ及び船長Ｂの口述並びにＡ船及びＢ船の損傷写真によれば、次のとおりで 

あった。 

(1) Ａ船 

    船首部及び船底外板に擦過傷が生じた。 

    （写真１ Ａ船の損傷状況（右舷側から見たところ）、写真２ Ａ船の損傷状

況（船首船底部） 参照） 

(2) Ｂ船 

    左舷船側外板中央部に破口が生じて沈没し、のち引き揚げられたが、全損と

なった。 

    （写真３ Ｂ船の損傷状況（左舷前方から見たところ）、写真４ Ｂ船の損傷

状況（右舷側を下に、船尾を手前にして横倒しになったところ） 参照） 

 

２.４ 乗組員に関する情報 

  (1) 性別、年齢、受有免状等 

    船長Ａ 男性 ４１歳 

     一級小型船舶操縦士、特殊小型船舶操縦士及び特定操縦免許 

      免 許 登 録 日 平成１０年５月２９日 

      免許証交付日 平成１９年１１月６日 

             （平成２５年５月２８日まで有効） 

    船長Ｂ 男性 ５５歳 

     一級小型船舶操縦士、特殊小型船舶操縦士及び特定操縦免許 

      免許登録日 昭和５２年１２月２２日 

      免許証交付日 平成２０年４月２３日 

             （平成２５年１１月３０日まで有効） 
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(2) 主な乗船履歴等 

    船長Ａ 

    船長Ａの口述によれば、次のとおりである。 

     ① 主な乗船履歴 

       昭和５１年ごろから父親所有の漁船に甲板員として乗り組み、すけそ

うだら刺網漁等に従事し、平成１０年に船長職を執るようになり、平成

１７年６月に厚恵丸を新造してからも父親と２人で乗り組み、周年刺網

漁や昆布漁などに従事していた。 

     ② 健康状態 

       事故前、連日０３時から０６時ごろまで操業を行っていたが、健康状

態は良好で、視力、聴力とも正常であった。また、事故直前２４時間以

内にアルコールを摂取しておらず、約８時間の睡眠をとっており、事故

当時に眠気を感じていなかった。なお、持病があり、その治療薬を常用

していたが、操船に支障はなかった。 

    船長Ｂ 

    船長Ｂの口述によれば、次のとおりである。 

     ① 主な乗船履歴 

       昭和４８年に初めて遠洋トロール漁船に航海士として乗り組み、約 

２０年間遠洋トロール漁船に乗船したのち、平成６年ごろから家業を継

いで、船長として漁船に乗り組み、床潭漁港付近の海域で刺網漁及び昆

布漁を行うようになり、平成１９年６月にＢ船を購入してからも船長と

して妻と２人で乗り組んでいた。 

② 健康状態 

事故前、連日０４時から０７時ごろまで操業を行っていたが、健康状

態は良好で、視力、聴力とも正常であった。また、事故直前２４時間以

内にアルコールを摂取しておらず、６～７時間の睡眠をとっており、事

故当時に眠気を感じていなかった。 

 

２.５ 船舶に関する情報 

2.5.1 設備、性能等  

   (1) Ａ船 

漁船登録番号  ＨＫ３－１２０９５０ 

船舶所有者  個人所有 

主たる根拠地  北海道厚岸郡厚岸町 

総 ト ン 数  ４.９トン 



 - 6 - 

Ｌ ×Ｂ ×Ｄ  １２.７３ｍ×３.２４ｍ×１.０１ｍ 

船    質  ＦＲＰ 

機    関  ディーゼル機関１基 

出    力  ４２３kＷ（連続最大） 

推  進  器  固定ピッチプロペラ１個 

漁 業 種 類  刺網、はえなわ、流し網、一本釣 

進 水 年 月  平成１７年６月 

   (2) Ｂ船 

漁船登録番号  ＨＫ３－１０８５００ 

船舶所有者  個人所有 

主たる根拠地  北海道厚岸郡厚岸町 

総 ト ン 数  １.９トン 

Ｌ ×Ｂ ×Ｄ  ７.８４ｍ×２.１９ｍ×０.９５ｍ 

船    質  ＦＲＰ 

機    関  ディーゼル機関１基 

漁船法馬力数  ３５ 

推  進  器  固定ピッチプロペラ１個 

漁 業 種 類  採介藻、刺網 

進 水 年 月  昭和６２年５月 

 

2.5.2 積載状態 

   (1) Ａ船 

     船長Ａの口述によれば、出港時の喫水は、船首１.００ｍ、船尾１.５０ｍ

で、漁場ではかれい約８００kgを漁獲した。 

   (2) Ｂ船 

     船長Ｂの口述によれば、出港時の喫水は、船首０.４０ｍ、船尾０.８０ｍ

で、事故発生までにかれい約８０kgを漁獲した。 

 

2.5.3 その他の設備及び性能等 

   (1) Ａ船 

     船長Ａの口述によれば、ＧＰＳプロッター、レーダーが装備され作動中で、

また、音響信号装置としてモーターホーン１台が装備され、船体及び機器類

には、不具合又は故障はなかった。 

   (2) Ｂ船 

     船長Ｂの口述によれば、魚群探知器を兼ねるＧＰＳプロッターが作動中で、
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船体及び機器類には、不具合又は故障はなかった。レーダー及び音響信号装

置は装備されていなかった。 

 

2.5.4 Ａ船の操舵室からの見通し状況 

  船長Ａの口述によれば、機関調速レバーのある操舵室の左舷前部でいつも操船を

行い、その位置から前方を見たときには船首方約４０ｍの海面が船首の死角になる

ので、船首至近の海面を確かめるには、操舵室左舷側の窓から顔を出し、右舵をと

り針路を１０～１５°変更して前方至近の海面を見る必要があった。 

 

2.5.5 揚網作業中のＢ船が、自船に向首接近する他船との衝突を避ける際の障害 

  船長Ｂの口述によれば、他船が衝突のおそれがある態勢で自船に向首接近してい

ることに気付いた場合、刺網を切ってから、あるいは、刺網を切らずにＢ船で引き

ずったまま、中立運転中の機関にクラッチを入れて逃げることは可能であるものの、

刺網がプロペラに絡むおそれがある。 

 

２.６ 気象及び海象に関する情報 

2.6.1 気象観測値及び潮汐 

   (1) 事故現場の北西約１３kmに位置する太田地域気象観測所による事故当時の

観測値は、次のとおりであった。 

     ０５時００分 風向 北、風速 １m/s、気温 ０.４℃、降水量 ０ 

     ０６時００分 風向 北北東、風速 １m/s、気温 ２.２℃、降水量 ０ 

   (2) 事故現場の西南西約１２kmに位置する知方学
ちっぽまない

地域気象観測所による事故当

時の観測値は、次のとおりであった。 

０５時００分 風 なし、気温 ３.１℃、降水量 ０ 

０６時００分 風向 南南東、風速 １m/s、気温 ３.９℃、降水量 ０ 

   (3) 海上保安庁の潮汐表によれば、厚岸における当時の潮汐は、上げ潮の中期

であった。 

 

2.6.2 乗組員の観測 

  船長Ａ及び船長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

   (1) 船長Ａ 

     天気 晴、風向 北、風力 １、視界良好、波浪なし 

なお、当時、昇り始めた太陽の光が海面で乱反射して、前方が見にくかっ

た。 
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   (2) 船長Ｂ 

     天気 晴、風向 北、風力 １、視界良好、波浪なし 

 

2.6.3 日出時刻及び太陽高度並びに方位角 

  海上保安庁刊行の天測暦によれば、事故発生場所の日出時刻は０３時５６分、事

故発生時及び事故発生場所における太陽高度は約１８°方位角は約０８２°であっ

た。 

 

 

３ 分 析 

 

３.１ 事故発生の状況 

3.1.1 事故に至る経過 

   (1) Ａ船 

     ２.１(1)から、０５時３０分ごろ操業を終え、帰航することにして漁場を

出発し、西防波堤灯台から２２７°３.９Ｍ付近で、針路を約０４９°速力約

１８kn とし、同灯台から２１９°１,６００ｍ付近に達し、床潭漁港に近づ

いたので速力を約１４kn に減じ、右舵をとり針路を１０～１５°変更して前

方至近の海面を見たのち針路を浮子の数が少ない約０４９°に戻し、その後

さらに約１０kn の速力に減じて進行中、Ｂ船に衝突したものと考えられる。 

   (2) Ｂ船 

     ２.１(2)から、０５時４０分ごろ、西防波堤灯台から１９３°５００ｍ付

近において、船首を北西に向け、漂泊状態で、揚網作業を開始したものと考

えられる。 

 

3.1.2 衝突時刻及び衝突場所 

  ２.１から、０５時５０分ごろ、西防波堤灯台から１９３°５００ｍ付近と考えら

れる。 

 

3.1.3 衝突角度 

  ２.１及び２.３から、Ａ船の船首部と、Ｂ船の左舷船側中央部が、ほぼ直角に衝

突したものと考えられる。 

 （付図１ 推定航行経路図 参照） 

 

３.２ 衝突の要因の解析 
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3.2.1 乗組員及び船舶の状況 

   (1) 乗組員の状況 

     ２.４(1)から、船長Ａ及び船長Ｂは、ともに適法で有効な操縦免許を有し

ていた。 

   (2) 船舶の状況 

     2.5.3 から、Ａ船及びＢ船は、ともに船体及び機器類に不具合又は故障は

なかったものと考えられる。 

   (3) Ｂ船の音響信号装置の装備状況 

     2.5.3(2)から、Ｂ船には音響信号装置が装備されていなかったものと考え

られる。 

 

3.2.2 見張り及び衝突直前の操船の状況 

   (1) Ａ船 

    ① 見張りの状況 

      ２.１(1)及び3.1.2から、船長Ａは、床潭漁港に近づいたので、０.７５

Ｍレンジとしたレーダーを見て、いつものように針路を右に変更して前方

至近の海面を見た際、一瞥しただけで前方に他船はいないものと思い込み、

その後は、港内から他船が出てこないか気になり、レーダーで港内の状況

を確認することに注意を集中したため、目視による前方の見張りが疎かに

なり、正船首で漂泊して揚網作業中のＢ船の存在に衝突するまで気付かな

かったものと考えられる。 

なお、床潭漁港に近づいたので、船長Ａが、０.７５Ｍレンジとしたレー

ダーを見たとき、２.１(1)及び3.1.2から、Ｂ船のレーダー映像は船首方向

０.６Ｍ付近にあり、その後、衝突するまでレーダー画面の中心に向かって

次第に接近していたものと考えられ、レーダーで港内の状況を確認するこ

とに注意を集中していたとする船長Ａの口述はあるものの、継続してレー

ダー画面を見ていた船長Ａが、船首方向０.６Ｍ付近からレーダー画面の中

心に向かって次第に接近するＢ船のレーダー映像になぜ気付かなかったの

か理由を明らかにすることはできなかった。 

    ② 衝突直前の操船の状況 

２.１(1)から、船長Ａは、漂泊して揚網作業中のＢ船に気付かないまま

同船を避けなかったものと考えられる。 

   (2) Ｂ船 

    ① 見張りの状況 

２.１(2)から、船長Ｂは、左舷方０.５～０.７Ｍのところで自船に向 
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かってくるＡ船が針路を右に変更したので、自船の船尾を無難に航過する

ものと思い、その後は、普段に比して豊漁であったことから、手元ばかり

を見て揚網作業に集中したため、周囲の見張りが疎かになり、衝突直前ま

で、同船が自船に向かって接近していることに気付かなかったものと考え

られる。 

    ② 衝突直前の操船の状況 

２.１(2)及び3.2.2(2)①から、船長Ｂは、衝突直前までＡ船の接近に気

付かなかったので、漂泊して揚網作業を続けたものと考えられる。 

2.5.5から、揚網作業中のＢ船が、衝突のおそれがある態勢で他船が自船

に向首接近していることに気付いたとしても、中立運転中の機関にクラッ

チを入れて逃げることは困難であったと考えられる。 

なお、3.2.1(3)から、Ｂ船は有効な音響信号装置を装備していなかった

が、もし同船が、エアー式携帯ホーンなどの有効な音響信号を行う手段を

船内に備え置き、Ｂ船の存在に気付かないまま接近してくるＡ船に対して

適切な時期に使用していれば、Ａ船がＢ船の存在に気付くことができた可

能性があると考えられる。 

 

3.2.3 気象・海象に関する解析 

  2.6.1及び2.6.2から、天候は晴で、風向北、風力１、視界良好であったものと考

えられる。 

 

3.2.4 海面で乱反射した太陽光が見張りに与えた影響に関する解析 

  2.6.2から、船長Ａにとっては、当時、昇り始めた太陽の光が海面で乱反射して、

前方が見にくかった可能性はあるが、次のことから、事故当時、海面で乱反射した

太陽光のために船長ＡがＢ船を視認することが困難であった可能性は低いものと考

えられる。 

   (1) 3.1.1(1)及び2.6.3から、Ａ船は約０４９°の針路で航行中、漂泊状態のＢ

船に衝突しており、一方、事故発生時の太陽高度は約１８°方位角は約 

０８２°で、Ａ船の船首方位よりも右舷方へ約３３°であったことから、操

船中の船長Ａの目に海面で乱反射した太陽光線が入ることはないと考えられ

ること。 

   (2) 3.2.3から、海面は平穏であり、太陽光線が海面で乱反射する状況ではな 

かったと考えられること。 
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４ 原 因 
 

 本事故は、北海道厚岸町床潭漁港南方沖において、Ａ船が、漂泊して揚網作業中の

Ｂ船の存在に気付かないままＢ船に向かって進行し、また、Ｂ船が、Ａ船の接近に気

付かないまま漂泊して揚網作業を続けたため、両船が衝突したことにより、発生した

ものと考えられる。 

Ａ船がＢ船の存在に衝突するまで気付かなかったのは、床潭漁港に近づいて、いつ

ものように針路を右に変更して前方至近の海面を見た際、一瞥しただけで前方に漁船

はいないものと思い込み、その後は、港内から他船が出てこないか気になり、レーダ

ーで港内の状況を確認することに注意を集中したことにより、目視による前方の見張

りが疎かになったことによるものと考えられる。 

Ｂ船が、Ａ船の接近に衝突直前まで気付かなかったのは、左舷方０.５～０.７Ｍの

ところで自船に向かってくるＡ船が針路を右に変更したので、自船の船尾を無難に航

過するものと思い、その後は、いつもより豊漁であったことから、手元ばかりを見て

揚網作業に集中し、周囲の見張りが疎かになったことによるものと考えられる。 
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付図１ 推定航行経路図

Ａ船 

Ｂ船 

漂泊中 

Ａ船

Ｂ船 
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写真１ Ａ船の損傷状況（右舷側から見たところ） 

 

写真２ Ａ船の損傷状況（船首船底部） 
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写真３ Ｂ船の損傷状況（左舷前方から見たところ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ Ｂ船の損傷状況（右舷側を下に、船尾を手前にして

横倒しになったところ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




